
第６号様式 
随意契約について 

公表年月日 令和８年６月１日 

担 当 課 介護保険課 

 

契約業者名・住所 株式会社 あおば 千葉県松戸市新松戸４－５０新松戸Ｕビル５０１ 

工事等の名称 要介護認定調査委託 

工事等の場所 松戸市が指定する場所 

種 別 委託 

工事等期間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

契約金額 認定調査施設１件当たりの単価 ２，９００円（税抜） 在宅１件当たりの単価 ５，５００円（税抜） 

工事等の概要 要介護（要支援）認定調査 

随意契約の理由 地方公共団体の業務を民間業者に委託するにあたっては、作業の正確性及び作業に伴うプライバシー保護と

行政事務の機密保持が要求され、特に調査対象者の正確な心身の状況を聞き取る等委託業者の信頼性が要求

される特殊性があり、本業務に係る委託業者の選定に当たっては、総合判断に基づく裁量に委ねられる部分

が大である。①保健・医療・福祉の分野における専門的能力を必要とする、②介護保険法における居宅介護

支援事業者等の指定を受けていることを必要とする、③時間的な制約のなかで、業務を遂行する能力を必要

とする。 

委託をする事業者は、①都道府県及び松戸市主催の介護認定調査員研修を修了している、②介護支援専門員

を配置し、当該委託業務を遂行できる人員を有している、③日々調査対象者の状況を把握できる立場にある。 

以上のことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定を適用し、当該業者を相手方として

随意契約をすることが妥当かつ適法であると思料する。 

  


